
第 7章

社会的制度としての市場像
社会主義経済計算論争をめぐる-イエクとボランニーの市場像

西部 忠

1 社会主義経済計算論争における機械的市場像

1920年の ミーゼス論文 ｢社会主義社会 における経済計算｣(Mises

[32])に端を発する社会主義経済計算論争は､社会主義計画経済における

合理的経済計算 と最適資源配分が論理的に､さらに現実的に可能かどうか

という問題を主題 として展開された というのが通常の解釈である｡ しか し､

本論争に参加 した主な論者だけで もミーゼス､-イエク､テイラー､ラン

グ､カール ･ボランニー､ ドッブ､スウイージー と多岐にわた り､問題領

域 も論者ごとに異質かつ多様であって､主要な争点を一つに絞 り込む見方

は､かえって一面的で平板な論争解釈になる恐れがあろう｡

むしろ本論争において注目すべきなのは､各論者の社会主義経済を巡る

問題設定の立て方が､彼 らが暗黙的に有する市場理解を鏡像的に反映 して

いるということである｡各論者に独 自な市場､あるいは市場経済に対する

全体的なイメージは､必ず しも理論に明示化されるとはかざらないが､理

論の現実連関性 と全体 としての有効性を左右する理論的バ ックボーンであ

る｡ したがって､本論争を各論者が多様な市場像を形成 していく出発点､

あるいは経過点 と考 えることができるならば､本論争の議論から各論者の

多様な市場像を摘出 し､明示化することで､市場経済の理解を深化させる

ことができるばか りでなく､市場経済 とは異なる社会主義経済の特性 と独

自な課題を明 らかにすることができるはずである｡
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本稿の目的は､特に本論争から独 自の市場像を発展させた と思われる二

人の論者､ハイエクとボランこ-に焦点をあて､本論争を経由して次第に

浮 き彫 りになる彼 らの ｢社会的制度 としての市場像｣を明確化 し､それら

を対比検討 しなが ら､新たな市場像を模索することにある*1｡

まず､本論争の経緯 とその背景にある一般均衡論に特有な市場像を簡単

に振 り返ろう｡

ミ-ゼスは､上記論文において社会主義経済の論理的な不可能性をいく

つかの論点から説明 しているが､その主要な議論は次のように要約できよ

う｡生産手段が公有化される社会主義経済には､生産財が交換される市場

が存在 しないので､その客観的交換価値 も存在 しないが､社会的分業が発

達 し､生産財が相互に複雑に関連 している社会においては､実物や労働量

によっては資源配分や技術選択のための合理的経済計算を行 うことができ

ないのだから､社会主義社会における合理的経済計算は不可能である0

ハイエクは､その編著 『集産主義経済計画』(Hayek[20])において､

社会主義経済 に対す る一般均衡価格の適用可能性 を証明 したバ ローネ

(Barone[9])の議論を基本的に継承するテイラー (Taylor[45])やデイ

キンソン (Dickinson[14])の数学的解決の論理的可能性 を認めたが､中

央当局による必要な関連データの収集､及び多元連立方程式の均衡解の計

算が実行不可能であることを論拠に社会主義経済の存立可能性を否定 した｡

連立方程式の均衡解を演算により直接求める数学的解法を批判する-イ

エクに対 して､ラングは､ワルラスの逐次改訂による均衡解の模索過程を

社会主義経済に援用する ｢試行錯誤法｣を実行可能な合理的計算方法 とし

て提案 した (Lange[28])｡ランゲによれば､価格を市場価格のみならず､

｢代替物が提供されるインデックス｣にまで拡張解釈すれば､社会主義社

会における資本財価格は､市場経済における均衡決定 と類似的な方法によ

り決定することができる｡費用最小化条件を生産者が遵守すべきルール と

して設定 し､中央当局が市場のせ り人のように超過需要や超過供給に応 じ

て初期の資本財価格を上下へ改訂することを繰 り返せば､最終的には均衡

解に達する｡ラングの試行錯誤法は､社会主義経済が市場経済を模倣 しう

ることを明らかにし､中央集権的計画経済 とは異なる市場型社会主義経済
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の可能性を提示 したもの と一般には解釈された.社会主義経済では_､社会

的厚生を最大化するよう所得分配を決定できるだけではなく､外部効果､

規模の経済､公共財をも考慮に入れることができるため､パレー ト最適な

状態により近似 し､概念的構築物である一般均衡論モデルは市場社会主義

においてこそ現実化するにちがいないとランゲは論 じるのである｡

以上の要約は通説的な論争解釈に基づ くものであって､実際の論争は､

もちろんこのように単線的に発展 したわけではないし､多 くの分岐する問

題設定 と論点を含んでいた｡だが､論者 らが､一般均衡論の仮定する希少

性による効率性 (最通性)定義 とその一般的な適用可能性を､多かれ少な

かれ暗黙的に了解された前提 として議論を進めていたこともまた事実であ

る｡ ミーゼスからラング-到る論争の過程において､特に､ラングの上記

論文において､暗黙的であった一般均衡論の想定する市場像が明確化され

たのだ ということができるだろう｡公正無私な市場のせ り人を中心 として

｢よく組織された,市場｣を仮設する一般均衡論は､価格のパラメータ機能

により均衡価格を計算 し､経済の全体を自動的に調整する計算機械 として

の市場像を提示する｡こうした市場像によれば､市場はコンピュータ と代

替的なものに相違ない｡ラングの後の論文によれば､市場は､自然発生的

に形成された多 くの欠陥を持つフィー ドバ ック機構-サーボ ･メカニズム

であ り､人間の知性の結晶であるコンピュータはスピー ドにおいて優れ､

発散を伴わないという相対的利点を有する以上､できる限 りコンピュータ

により市場機能を代替することが望 ましいのである (Lange[29])｡ その

背後には､コンピュータ技術に対する素朴な信頼がうかがわれるとともに､

非効率な経済計算の道具である市場をコンピュータに置 き換 えることが

｢計画｣であるという技術工学的で､設計主義的な経済観が伏在 している｡

しか し､市場は､異なる動機 と目的をもった経済主体が互いに矛盾対立

し､競争 しながら経済的な意志決定 と経済活動を行 う社会的な場であると

ともに､それ自身が歴史的に形成され､変化 していく社会的な制度ではな

かろうか｡一般均衡論の描 く市場像には､こうした特性が欠けているので

はないか｡ラングの試行錯誤法は一般均衡論における機械的市場像を明確

にしたことで､むしろそこに含 まれる多様な問題群を顕在化させ､論者間
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のヴィジョンの相違を鮮明に浮かび上がらせたのである｡

-イエクやボランニーは､それぞれ別の角度からではあるが､ラングが

前提 としていた市場の見方､すなわち､一般均衡論に基づ く機械的市場像

を疑問視 し､市場の新たな意味論を探求 していく｡彼 らは､いわば､社会

哲学的観点から市場や市場経済の合理性をより広い社会経済的コンテクス

トの中に位置付け､｢社会的制度 としての市場像｣を導 き出 しているよう

に思われるのである｡

2 ハイエクの自生的秩序論
知識の分業とライバル競争的で分散的な市場像

2.1 計画経済批判か ら一般均衡論批判-

ノ､イエクは､編著 『集塵主義経済計画』(Hayek[20])の後 ｢競争的

『解決』｣(Hayek[22])において､与件に関する完全情報､情報の収集可

能性､および数学的解の計算可能性 といった編著での論点に加え､中央当

局による価格調整の遅滞､与件 自体が絶 えず変化する現実の経済における

予測の不完全性などの問題をあげているが､先の論文に比べ特に新たな論

点が提出された とは必ず しもいえまい*2｡

論文 ｢競争的 『解決』｣と編著 『集産主義経済計画』との決定的な相違

は､このような批判の内容 というより､むしろ-イエクの批判の立脚点の

明確化 そのものにある｡彼は､｢競争的 『解決』｣で､ラングやデイキンソ

ンが ｢静学的均衡の純粋経済理論の諸概念 にとらわれ過ぎた｣(Hayek

[22]p.188､訳 249頁)*3ことを繰 り返 しさまざまな論点から批判 してい

るが､ その背景には､未だ明確ではないにせよ､-イエクが一般均衡論 そ

のものをも批判の対象 として認識 し始めた という変化があるように思われ

る｡ノ､イエクは､こうして一般均衡論自体に対する批判を立脚点 として､

ラング らが静学的な一般均衡論を社会主義経済に適用することの問題を探

っていくのである｡ もちろん､そうすることで-イエク自身が立脚 してい

た理論的基盤 としての市場理論が逆に問いかえされることになるが､-イ
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ェクも市場理論 としてそれにかわる理論を積極的に提示するには到ってい

ない｡彼の批判が､ もっぱら彼がイメージする現実の市場､すなわち市場

q)ヴィジョンに依存せざるをえなかったのはそのためであるoそれは経験

的な実証によるというより､ハイエクの市場像に基づ く批判だ といえよう｡

ラングの試行錯誤法における中央当局は､中央集権的な価格調整機関 と

して機能 していたが､それは一般均衡論の描 く市場が実際には集中的なよ

く組織された市場であることに対応 していた｡ しか し､-イエクが考 える

現実の市場たは､ライバル競争的で分散的なものであったのではないが 4.

ハイエクのランゲ らに対する批判は､このような市場像の対立をしだいに

浮 き彫 りにして くるが､この時点での-イエクの一般均衡論自体に対する

考 えは､依然 として暖味な印象を受ける｡それは-イエクが一般均衡論に

対する明瞭な理論的な立場を形成 しきれていなかったからではなかろうか0

本論争で提起された社会主義経済の存立可能性に関する争点が､現実的

かつ政治的なものであるためか､-イエクのイデオロギッシュな批判意識

が先鋭に現われる分､必ず しも正当化されない論述が見 られるとともに､

一般均衡論は直接取 り扱われていない*5｡ したがって､-イエクの一般均

衡論に対する理論的立場を明確化 し､彼の考 える ｢現実の市場｣がどのよ

うな理論的含意を持つ ものであるのかを吟味するためには､このようなイ

デオロギッシュな論争の場から幾分離れた ところで展開されたハイエクの

一般均衡論批判を検討 しなければならない｡-イエクの一般均衡論批判は､

彼が編著 『集産主義経済計画』を出版 した後､｢競争的 『解決』｣を執筆す

るまでの時期に､すなわち-イエクの本論争-の参加にやや遅れて開始さ

れている｡このことも､-イエクの一般均衡論批判が､本論争の過程で明

確に意識化されて くる彼の市場に対するビジョンから行われたものである

ことの一つの例証 となるだろう｡

2.2 知識の局限性 と分散的な市場

ノ､イエクは､1937年の論文 ｢経済学 と知識｣(Hayek[21])において､

経済学における知識の問題を主題的に取 り扱い､一般均衡論における諸仮

定を批判的に検討する過程で､自己の市場像を明示的に提示するようにな
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る｡

まずその冒頭において､同義反復的体系である一般均衡理論の理論的な

適用範囲､およびその理論的性格に関する ｢より一層広範な問題｣を提起

している｡ハイエクは､選択の純粋理論 としての一般均衡論は ｢一人の人

間の行為の分析｣に限定されれば明確な意味を持つが､それを ｢多 くの独

立の個人から成る社会の状態｣に適用 しようとすると ｢異なった局面に移

行｣してしまい､｢まった く異質の性格を持つ新 しい要素を暗黙のうちに

導入 しつつある｣ことを ｢長い間感 じてきた｣(Hayek [21]pp.34-35,訳 49

頁) という｡この問題提起は､1935年の編著 『集産主義経済計画』の冒

頭論文で考察 した ｢経済的問題｣と ｢技術的問題｣の区別に関係 している

(Hayek [20] pp.3-8,訳 17-21頁)｡経済的問題は異なる目的 と動機を持

つ複数の経済主体が存在する経済状況に関する問題であり､技術的問題は

単一の経済主体の意志決定に関わる問題であるが､-イエクは､ここで一

般均衡論は技術的問題-の適用に限定すべきであり､社会的問題に適用す

べきではないということを事実上主張 しているのである｡

このことから､-イエクのラング批判の要点は､ラングが一般均衡論を

計画経済における経済計算 と資源配分 という社会的問題に適用 したことに､

すなわち､その適用範囲の誤 りにこそあったと考えられるかもしれない｡

-イエクは､確かにここで一般均衡論の適用範囲を限定すべきことを述べ

ているだけで､その理論が描写する市場像自体が含む問題点を直接批判 し

ているわけではない｡ しかし､一般均衡論はワルラスやパレー トらにより

｢市場の理論｣ として提案されたものであ り､それは特定の市場像 と経済

観をその背後に持っていることを忘れてはならない｡｢一般均衡論がなぜ

経済的問題に適用できないのか｣ という論点を探 ることで､一般均衡論の

｢市場の理論｣ としての限界が示され､一般均衡論の市場像 と経済観が明

らかにされるだろう｡ノ､イエクのラング批判は､｢現実の市場｣が一般均

衡論の描 く完全競争的で集中的な市場 とはおおよそ正反対のライバル競争

的で分散的なものであることを明確な理論的争点において示すことで完全

に果たされなければならなかった｡

しかし､-イエクは､一般均衡論の想定 している市場像 とライバル競争
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的で分散的な市場像 とが決定的に対立する中心的な理論的争点が何である

のかを提示できなかったようである｡この論文において､ハイエクは､各

経済主体の主観的与件が相互に一致 し､ しかもそれが経済全体を観望でき

るとされている観察者に与えられている客観的与件に一致するという完全

情報の仮定を知識の局限性から批判 しているが､完全情報の仮定をはず し

ても､不完全情報下における予想形成を考慮に入れれば､一般均衡論は生

き残 る｡それは､一般均衡論の完全競争的で集中的な市場像にとっての中

心的な仮説命題ではないのである｡

また､純粋な選択理論は､同義反復的な均衡体系であるというノ､イエク

の主張は､すべての経済主体の噌好及び技術に関する情報が客観的与件 と

して与えられているとき､需給均衡の連立方程式を立て､それを解いて均

衡価格を求めようとする数学的解法に対するものであろう｡なぜならば､

連立方程式を立てる-イエクのいう観察者 (経済学者)には､均衡状態を

記述するための晴好や技術に関する客観的与件が初めから完全に与えられ

ていなければならないからである｡ したがって､社会主義社会に対する一

般均衡価格の適用可能性に関 しては､バ ローネの数学的解決に対する批判

としては妥当する｡

しかし､同様の批判は､ワルラスの模索過程やラングの試行錯誤法には

必ず しもあてはまらない｡そこでは､各経済主体 (消費者や生産管理者)

は､経済全体にかんする完全な客観的与件や他の経済主体の状態や計画に

ついての知識を持っている必要はない｡彼 らは､それぞれ自己の主観的与

件 (すなわち自己の消費財や余暇に対する晴好や自己の生産技術条件)に

基 き､与えられている価格 (インデックス)の下､最大化 (あるいは最小

化)ルールに合致する決定を下せばよい｡ もちろん､ラングのモデルにお

いても､中央当局は初期の生産財や生産要素の価格 (インデックス)を設

定するために､経済全体に関するある程度の知識を有 していることが前提

されているが､そのような知識は必ず しも正確なものでなくともよい｡均

衡価格に一致 しない価格が中央当局により設定された としでも､期末には､

その価格の誤 りが超過需要または超過供給 として示されるので､超過需要

の発生 した財の価格を引き下げ､超過供給の発生 した財の価格を引き上げ

243

第
Ⅶ
章

社
会
的
制
度
と
し
て
の
市
場
偉



H
-

貨
幣

･
信
用
と
市
場
経
済

るという試行錯誤的改訂を通 じて､次第に均衡価格に収束 していくからで

ある｡つまり､中央当局の当初の誤 りは､試行錯誤により正されるわけだ｡

以上は､競争的経済におけるワルラスの模索過程に関 しても同様にあては

まるが､このような主体均衡分析は､必ず しも自明な同義反復 とはいえな

いことに注意すべきである｡そこでは､数学的解決 とは違って､客観的均

衡は事後的に達成されるのであ り､主観的均衡から出発 して､客観的均衡

に到るプロセスが分析されている｡

むしろラングの試行錯誤法において問題 とすべきは､それが価格 (イン

デックス)のパラメータ機能を絶対的な条件 としている点にある｡そして､

それは一般均衡論にも同様にあてはまる｡各経済主体が､価格を与件 とし

て自己の制約条件の下､最大化行動を行っているという仮説 (あるいはル

ール)にこそ､各経済主体が､経済全体や他の経済主体の計画や行動に関

する知識を用いずに､独立に自己の決定を行いうる条件が示されている｡

言い換えれば､自己の行動､ もしくは他者の行動 もパラメータに対する影

響は無視できる程度に小さいので､価格情報は､パラメータとして各経済

主体に共通する主観的与件 となるのである｡このような状況では､各経済

主体が他の経済主体の行動を予想 して､それを自己の与件の中に含む必要

はないので､各経済主体の計画が相互に矛盾 し､両立不可能になる事態は

起こりえない｡価格のパラメータ機能が､こうした矛盾を予め排除 してお

り､すべての経済主体は､初めから主観的均衡にあることが前提されてい

るのである｡

通常､このような価格のパラメータ機能､あるいはシグナル機能は､各

経済主体の規模がそれほど大 きくなく､ しかもその数が非常に大きいとい

う完全競争の仮定によって導かれている｡完全競争の仮定により､各経済

主体はプライス ･ティカー として設定され､価格のパラメータ機能が正当

化される｡価格のパラメータ機能を可能 とする完全競争の仮定が一般均衡

論の中心的な仮説命題､あるいは公理であり､この点において分散的市場

像 とは決定的に対立せざるを得ないのである｡こうした完全競争の仮定は､

よく組織された市場 と市場のせ り人 (あるいは価格を改訂する中央当局)

を含む集中的な市場像を大前提 としている｡そこでは､すべての財の価格
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がせ り人によりアナウンスされ､それを受け取る経済主体が需要量 と供給

量をせ り人にフィー ドバックしなければならないが､すべての財の価格が

すべての経済主体に知 られているという仮定を条件 とするのである｡-イ

エクの分散的な市場像は､こうした集中的な市場像 とは対照的であるはず

だ｡

-イエクは､個人の立てる諸計画が相互に両立 しない主観的に不均衡な

状況*6を問題にしようとしていたに違いないのだが､価格のパラメータ

機能が働いている市場においてはそのような問題が占める場所がそもそも

存在 しない｡つまり-イエクは､価格のパラメータ機能を問題 としないの

で､暗黙のうちに ｢集中的な情報システム｣ としての市場像 と妥協 してし

まうのである｡後に見 るように､貨幣の存在 こそが市場の分散性を可能に

するのだが､ノ､イエクは貨幣の分散化作用に着目していない｡

ハイエクにおける均衡概念-の妥協は､｢各々ほんのわずかの知識 しか

持ち合わせていない何人かの人間の自発的な相互作用が､ どのようにして

次のごとき状態､すなわち価格 と費用 とが一致する等々のことが起こる状

態をもたらすのか､あるいはこれらすべての個人の知識を結合 した知識を

持つ誰かによる作為的な命令によってのみ実現され得 るような状態をもた

らすのか｣(Hayek[21]pp.50-51,訳 66頁)という本論文の後半における

主題設定にも表れている｡ここで-イエクは､限定された知識を持った個

人の自発的相互作用から均衡状態が説明されなければならないと述べてい

る.このような-イエクの課題設定が､同論文の初めの方で指摘 していた

一般均衡論の社会的過程-の適用の困難 という論点から旋回し､均衡論的

な枠組の中-の後退 してしまったことは確かであろう｡経験的な観察によ

れば ｢均衡-向かう傾向｣が存在するが､人間の自発的相互作用により､

それがあたかも計画されたかのように達成されるメカニズムを問う課題-

とハイエクの当初の問題意識が縮小 してしまっているからである*70-イ

ェクの知識の分業論の一般均衡論にたいする微妙な理論的関係は､この論

文の後､-イエクが異なる時期に書いた二つの論文の内容の違いにも現れ

ている｡
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2.3 ｢知識の発見プロセス｣としての競争 と自生的秩序 としての市場倭

1945年の ｢社会 における知識の利用｣(Hayek[23])では､純粋 な選択

論理を批判す る立場を鮮明にしなが らも､価格機構 を個別の経済主体の有

する限定された経済知識が相互 に効率的に使用されうる ｢情報伝達のため

の機構｣ と把握す るこ とで､｢基本的には価格がさま●ざ まな人々の個々

別々の行為 を調和 させ る役割 を果たす1(Hayek[23]p.85,訳 118真)こ

とを認めている*8｡ その意味で､複数の経済主体の異なる動機 と目的は､

市場の ｢見 えざる手｣によ り何 らかの形で調和的に調整されてお り､｢均

衡 に向か う傾向｣を暗黙の うちに前提 しているように解釈されるのである｡

これによって､均衡 という状態を定義的に記述す るもので しかない数学的

解決 を批判で きるにせよ､ このような分散 した知識が社会的に利用される

プロセスを通 じて結果的には知識の最適な利用が達成されるとしている点

では､ ワルラス､テイラー､ラングの一般均衡論の枠組か ら抜 け出るもの

ではない｡均衡状態を分散す る知識の市場における最 も効率的な使用状態

として再解釈 したに過ぎないのである｡｢情報伝達のためのシステム｣ と

いう市場像は､ それ自体なん ら目新 しいものではな く､市場を情報伝達 と

均衡価格計算のために自然 により与 えられたサーボ ･メカニズム として と

らえるラングの機械的市場像 と大同小異であることを確認 しておこう｡

これに対 して､1946年 ｢競争の意味｣(Hayek[25])は､-イエクが､

一般均衡論のパ ラダイムに対 していわば ｢認識論的断絶｣を行った と思わ

れる重要な論文である｡ ここで も､競争過程の結果 として一般均衡論の描

く均衡状態が達成されるとしている点で均衡論 に譲歩 しているものの､複

数の経済主体 における目的 と動機の対抗 という-イエクのいわゆる ｢経済

的問題｣を正確 に指摘 し､考察 している｡複数の経済主体の異なる目的 と

動機が矛盾 と衝突を含み､ また与件の絶 えざる変化があるような ｢競争

的｣市場においては､競争は､新 しい知識の発見を促す ものであることが

｢知識の発見プ ロセス｣の論理 として説かれているのである｡ ここで､ノ､

イエクは個別経済主体の主観的与件が相互 に異なるものであるばか りか､

その市場における総和 も決 して客観的与件 に一致 し得ないというプロセス

246

を事実上考 えることで､一般均衡論的問題領域か ら一歩踏み越 えて しまっ

ている｡つまりここでは､結果的に価格のパ ラメータ機能が働かない ｢分

散的な市場｣を理論的考察対象 として設定 していることになっている｡ こ

れ ら二つの論文における問題領域 と対象設定の違いは微妙で非常に見分 け

づ らいが､一般均衡論に対する批判 を深 め市場を社会的制度 としてみるた

めには必要な区別であった｡

では､｢経済的問題｣が主題 として考察 されねばならないライバル競争

的で分散的な市場の秩序 と構造 とはどのようなものであるのか｡ハイエク

が､一般均衡論の完全競争的で集中的な市場像 に対 して､ ライバル競争的

で分散的な市場像を明確 に対置 した とは必ず しもいえないか もしれないが､

ハイエクの論文 ｢競争の意味｣を材料 に､貨幣の分散化作用に着 目しつつ､

われわれの解釈を明示的に展開 してい くことにしよう｡

-イエクが考 える ｢競争｣の概念が､一般均衡論で言われる競争 とは全

く異なるものであることにまず注意 しよう｡ノ､イエクに とって､｢完全｣

競争 とは､ その言葉に反 して､すべての競争的活動の不在 を意味 している｡

｢もし仮 に完全競争の理論 によって想定 されている事物の状態が存在す る

としたな らば､ それは 『競争する (compete)』 という動詞が表現するす

べての行為 に対 して､ その活動の余地を奪 うばか りではな く､ そのような

行為 を事実上不可能にして しまう｣(Hayek[25] p.92,訳 128頁) と､-

イエクはいう｡なぜなら､ それは､すべての経済活動が完全に調整 されて

しまい､外生的な擾乱がない限 り､何 も起 こり得ない状態を表 しているか

らだ｡複数の経済主体がそれぞれ別々に計画を達成 しようとしている状態

では､主観的与件が相互 に異なるし､ またそれぞれの主観的与件の中で も

不断 に変化が発生 している｡ それは､｢様 々な個人による新 しい知識の獲

得 という形を とって､あるいは個人間の接触 によって もた らされる彼 らに

とっての与件の変化｣(Hayek[25] p.94,訳 129頁)によってもた らされ

るのである｡｢競争はその性質か らして､動態的な過程 なのであ り､ その

本質的な特質は静学的な分析の基礎 をなしている諸想定を持 ち込むことに

より失われてしまう｣(Hayek[25]p.94,訳 130頁)以上､- イエクの競

争概念は､静学的な均衡状態の記述ではな く､動態的過程 においてこそ意
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味を持つ概念であることは確かだ｡

しかし､このような動態的過程 としての競争が､均衡状態へ到るまでの

一時的な擾乱状態を単に意味 しているならば､長期的にはそのような不均

衡は消滅 し､結果 として競争の存在 しない ｢完全競争｣状態が再現される

のではないか､そして､そこでは､結局個々の経済主体の主観的与件が､

客観的与件 と一致 し､外部の経済環境を客観的に反映するのではないか と

いう疑問が当然出されるであろう｡そうであれば､-イエクは､短期的で

経過的な不均衡を競争の源泉 とみなし､調整が終っていない状態を動態的

過程 と呼んでいることになる｡他方で､長期的にそのような不均衡が消滅

しないならば､そのような調整を阻害する経済外的な要因が存在する ｢不

完全競争｣を-イエクは想定 しているのではないか とも考えられよう｡だ

が､そうした競争概念の把握は､次に見 るように価格のパラメータ機能の

破れを認めるならば､正 しくないのである｡

貨幣が存在する経済では､｢供給はそれ自身の需要を作 り出す｣という

セイ法則が成立 しない｡貨幣は､単に価格を表示するシグナルや交換手段

であるばか りでなく､支払手段や保蔵手段で もあるので､商品の直接的交

換を買いと売 りにいわば本源的に分離するが､このことにより､ ミクロ的

な (個別的な売買における)商品の需給の不一致のみならず､マクロ的な

総需給の不一致の可能性をもたらす｡貨幣の存在 そのものによって､価格

のパラメータ機能は破壊されてしまう｡ラング ･モデルでは､価格 (イン

デックス)は､あ くまで財 と財を相互的に関係付け､直接的交換を媒介す

るための指標 (シグナル)であ り､その限 りで ミクロ的､マクロ的な需給

一致を結果 として達成する機能を果たしていたが､貨幣による売 りと買い

の分離がこうした機能を麻捧させるのである*9｡

価格のパラメータ機能が破壊されているライバル競争的で分散的な市場

においては､ もはや価格は与件ではあ り得ない｡各経済主体は､他の経済

主体や競争相手に関する知識を､限られた,範囲だが､それぞれ異なる形で

有 してお り､それらを組み入れて自己の主観的与件を形成するのである｡

各経済主体の目的や動機が異なるならば､その相違に基づいて各経済主体

が有する価格､他の経済主体の噌好や技術､それらに基づ く他の経済主体

248

の計画に関する知識は当然異なるはずであろう*10｡ それらの知識は､人

間の知性が万能ではないということにより局限されていると同時に､異な

る目的や動機に基づいて各経済主体が特定の経済活動 (生産活動､商業活

動､消費活動)を行 うことにより分化され､特化されたものである｡また､

各経済主体は､このような特定の経済活動の中で､現在有する ｢特化され

た知識｣になんらかの関連を持った新 しい知識を発見 し､獲得するだろう｡

つまり､複数の経済主体が､同質的な主体ではなく､目的 と動機において

異なっている経済状況においては､それらが有する知識はある時点で異な

っているだけでなく､絶 えざる分化 と特化の過程で常に異なったものに発

展 し､決 して一致することはないのである｡アダム･スミスの社会的分業論

に対応する-イエクの知識の分業論 と知識の発見プロセスを､経済活動を

通 じる知識の分化 と特化 との関連で以上のように解釈することができよう｡

このように内生的にたえず分化 し､分裂を生み出す本質的に動態的な経

済状況においてこそ､各経済主体が局所的な知識を最大限に活用 し､他の

経済主体に対 して優位に立 とうとする ｢競争｣が大 きな意味を持つ｡ここ

において､生産技術はもはや与件ではない｡企業は､技術開発 という大規

模な形の技術革新だけでなく､日常的な細部における工夫や改良 という漸

次的な ｢不断の小変化｣によって､費用の上昇を押えるための努力を常に

しかも敏速におこなわなくてはならない｡また､消費者の晴好 も与えられ

た不変の条件ではなく､自己自身の晴好の変化により､あるいは他の消費

者からの影響や広告によって､たえず市場過程の内部において変転 してい

るだろう｡競争 とは､このように経済環境の変化に対する適応だけでなく､

経済主体の知識や晴好､技術が内的かつ不断に進化する動態的経済状況に

おいて､｢他人 も同時に獲得 しようとしているものを､獲得 しようと努力

する行為｣であ り､各経済主体の諸計画間に矛盾 と対立を必然的にはらん

だ概念である｡

動態的な市場過程における市場の内部構造は､次のようなものであろう｡

異なる企業が提供する財やサービスは､た とえ一般には同じ部門に属する

と考 えられる場合で も､完全に均質的ではないはずだ｡このような事態は､

そのような財が相互に完全に代替的ではないため不完全競争だ といわれる
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が､これは動態的な競争的市場の本質的な特徴なのであって､完全競争か

らの乗離や競争の度合の低い状態 と考 えられてはならない｡例 として各企

業が自己の財の価格を設定する価格設定市場を考 えてみよう｡このような

分散的な市場においては､価格はもはやすべての経済主体に対 して平等に

知 らされる与件パ ラメータではなく､各経済主体が多かれ少なかれ不均質

な影響力を持つ変数になる｡ どの二つの財 も完全に同質的ではないならば､

各企業は相対的に自由に価格を設定することがで きるはずだが､ その企業

が直面する需要の価格弾力性が小さいかどうかは不明である｡ こうした市

場においても､各財はその潜在的な類似的代替品 との競争の圧力を受ける

ばか りでなく､常に参入の機会を窺 う新技術や新知識を持った潜在的なラ

イバルがいると考 えなければならないからだ｡ そして､このような見 えざ

る競争圧力により､類似的代替品に対するある程度安定的な一群の価格が

作 り出されるだろう｡

ここにおける競争の内容は､いわゆる価格競争だけでなく､他の類似的

代替品に対 し品質上の､あるいはデザイン上の特性 を差別化 し､｢評判 と

か愛顧を求める｣非価格競争をも含む｡ また､今 まで存在 していなかった

か､存在 していても注目されていなかった知識を新たに ｢創造｣あるいは

｢発見｣ し､ そのような革新的な知識 を自己に有利 に利用 しようとす る発

見的競争が生起するだろう｡ こうした多型的な競争の圧力の下では､財の

多種多様性 は､常に増幅され､競争の過程で決 して消え去 ることはない｡

｢われわれの欲求 と知識が常に変化 してやまない性格の ものであるがゆえ

に､あるいは人間の熟練度や能力が無限の多様性 を持つ ものであるがゆえ

に､同一の等質な生産物やサービスを提供する多 くの人々がいるという状

態は決 して実現 され得 ない｣(Hayek[25]p.104,訳 141-42頁)のである｡

異なる目的 と動機 をもった複数の経済主体が､ その有する知識を分化/特

化 していくなかで､-イエクのライバル競争的な市場は､｢互 いに近い代

替関係 にある財が連続的に列をなしていて､ そこではどの一つの財 も他の

一つ と少 し違っているが､その連続的な列に顕著な区切 りがないような状

態｣(Hayek[25]p.99,訳 136頁)にな り､財の多数多様 な連続体の様相

を呈するだろう｡ そして､これは､知識の多種多様性 にまさに対応 してい
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る｡ このような内生的な財 と知識の分化/特化が細胞分裂的に絶 えず進行

する無定型的で､動態的な競争過程は､ワルラスやラング らの完全競争的

な一般均衡理論が描 くように､長期的な均衡状態-定常状態へ収束すると

いうことはない｡｢完全競争の理論は､変化 してやまない世界が到達する

ことがない長期的な均衡に焦点をお くことによって､この事実 (どのよう

な二人の生産者の立場 も同 じであることはほとんどないということ)を排

除 してしまっている｣(Hayek[25] p.101,訳 139頁)のである｡

価格競争の圧力は､一方で限界費用の価格-の一致の傾向､すなわち

｢均衡への傾向｣という引力をもた らすが､他方で､経済活動 と知識の分

業に由来する発見的競争は､内生的な分化/特化 により財 ･サービスと知

識 を多数多様 に創出 し､｢均衡への傾向｣に対する破壊 と発散のいわば斥

力を生み出す｡ この二つの力が括抗 しつつ均衡状態-の収束を押 しとどめ､

均衡状態か ら離れたライバル競争的な経済秩序を形成 しているのである｡

これは､多種多様な経済主体が類似的代替品間で繰 り広げるライバル競争

と､経済活動 (労働) と知識における内生的な分化/特化が形成する経済

の自生的秩序である｡

以上に描写された市場像は､不完全な競争状態を表現 しているにすぎな

いという反論が予想されよう｡ そうした見解は実は次のような考 え方を前

提 としているにちがいない｡すなわち､｢完全競争｣の仮定は均衡状態の

成立を保証する条件を表現 しているが､均衡状態は､夢争をつ うじて長期

的に到達される収束点であ り､ その意味で望 ましい競争の結果 として達成

されるべ き理想像なのであって､｢完全競争｣の仮定が満たされなければ､

その自然で理想的な達成点-到 る競争過程を阻害するなんらかの人為的､

非経済的な障害物が存在する ｢不完全競争｣状態にあるという考 えがそれ

である｡だが､-イエクの競争的市場においては､なんら人為的な障害物

というべ きものは存在 していない｡価格競争による ｢均衡-の傾向｣はこ

こで も存在するが､知識の分化/特化 というライバル競争の もう一つの本

質的な特徴 によりその傾向は不断に破壊され､拡散されている｡経済主体

の異質性 を前提 として機能するこうした,知識の異化作用は､ まさに経済的

な現象であって､｢完全競争｣を阻害する非経済的な人為物 とみなすこと
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はできない｡競争的な市場秩序は､各経済主体の異質性を前提 とし､その

自発的な経済活動から生み出される自生的な秩序であるが､均衡状態を定

義する ｢完全競争｣に永遠に一致 しないからである.

市場機構は､一方で市場における競争圧力による ｢均衡-の傾向｣が存

在する限 り､多様で膨大な知識を圧縮 して価格情報 として､伝達する ｢情

報伝達のシステム｣としての性格をもつが､他方では､各経済主体の知識

や財の多種多様な発展を促進 し､多型的なライバル競争を展開させる ｢イ

ンセンテイヴ ･システム｣で もある*11｡各経済主体の異質性の多様な発

展 と展開は､異質性を一元的な表現形式 としての市場機構､あるいは貨幣

評価の中に常に組み込み､それを他の経済主体へ知識 として伝達する機構

が､完全ではないにせよ､存在 しているからこそ可能になっているという

ことが重要である｡

従来､市場機構に関 しては､多様な佃値､目的､動機を一元的に評価､

還元 して､社会全体に伝達するというその ｢情報伝達のシステム｣ として

の側面が一面的に強調されすぎた傾向があるのではないだろうか.一般均

衡論は､価格のパ ラメータ機能を前提 とし､｢情報伝達システム｣におけ

るシグナル反応行動 としての環境適応的な競争概念 しか持ち得なかった｡

一般均衡論のこうした市場像から導かれる競争概念は基本的には価格競争

であ り､競争過程は所与の生産可能性集合における最適技術系-の収欽過

程 として把握される｡そして､その競争概念は､最適技術のみが生き残 り､

他の技術は駆逐されるという自然淘汰 と適者生存の観念 と分かちがた く結

び付いている｡これに対 して､おそらく-イエクは､価格/非価格競争 と

いう多様な競争形態を通 じた多型的な進化過程 として市場の自生的秩序を

捉 えようとしたといえるかもしれない｡市場機構における一元的な貨幣表

現の存在が､経済主体 とその有する知識､技術､晴好の多型化 と多様化を

誘発する点に注目するのである｡

2.4 社会的制度 としての市場像

こうした市場の自生的秩序 という概念は､社会的秩序 として市場を考え

る際どのような意味を持つであろうか｡
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ハイエクは､社会的秩序を ｢自生的秩序｣(aspontaneousorder)と

｢設定された秩序｣(amadeorder)の二つに分ける*12｡自生的秩序 とは､

一般的規則に従って､各個人がそれぞれ異なった多様な目的を自発的に追

求する活動の意図せざる結果 として自然発生的に形成される秩序であ り､

それ自体なんら特定の目的をもたない｡一方､設定された秩序は､予め人

･間の理性により設定された目的に基づ き設計された秩序であ り､一般に特

定の目的のための ｢組織｣(anorganization)として存在 している｡-イ

エクは､通常 ｢経済｣(aneconomy)という言葉で呼ばれるものは､設

定された秩序であるという｡なぜなら､経済 とは､｢統一的な目的ヒエラ

/レキー｣によって定義され､共通の目的を果たすために企てられた計画的

な組織であるからである｡家計や企業 という経済主体がこの範噂に属する｡

そして､純粋な選択理論 としての一般均衡論は､これら ｢経済｣が技術的

な意味で ｢効率的｣に機能 しているかどうかを評価 しうるものであるとし

ている｡市場の自生的秩序､すなわち-イエクのいうカタラクシーは､多

くの経済主体による市声 における交換過程を通 じて形成されるネットワー

クであ り､経済主体の相互作用によって､多様な目的の達成を可能にする

のである｡

市場の自生的秩序は､一つの社会的秩序であるが､そこにおいて経済主

体の多様な目的や動機は､はたして相互に調整され､調和されているとい

ってよいのであろうか｡競争の前提 として存在 していた経済主体間の動機､

目的､利害の対立 と矛盾は､｢ライバル競争｣の過程で､解消され､調和

されるのだろうか｡

価格競争は､費用 として表される効率性を基準 とした自然淘汰 と適者生

存を意味 しているが､非価格競争においては､このような競争の基準 も必

ず しも明確ではない｡非価格競争の場合､市場の動態過程において､多様

な類似的代替品を選別 し､受容する消費者の需要自体がさまざまな分化/

特化の過程で変容することになるので､｢よりよいモノ｣という基準 自体

が内生的に変化 しているといってよいだろう｡ここでは､いわば動態的な

市場過程 自体が決定するといういくぶん擬人的な表現を用いなければなら

ないように思われる｡各企業が､類似的代替品を生産する価格設定市場に
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おいては､各企業の価格政策は､他の企業の価格政策の影響をうける｡そ

こでは､ある企業の価格引き下げは､他の企業の価格がそのままであれば､

より多 くの需要を引き付けるはずであるが､他の企業 も対抗的に価格の引

き下げを行えば､このような一連の価格引き下げの結果がどのようなもの

であるかは極めて不確定なものになるだろう｡また､企業は広告や宣伝な

どさまざまなメディアを利用 して需要自体を創出することもできるので､

この相互関係はさらに複雑で､対立的な要素をより含むことになる｡ライ

バル競争的で分散的な市場は､きわめて非決定的な世界であるが､多型的

な競争過程が､勝者 と敗者を選別することに変 りはない｡

各経済主体の行動が相互作用する分散的市場においては､経済主体は相

互依存関係の中で競合 している｡それは､結局､複数の経済主体の異なる

目的 と動機が両立可能ではないという競争的市場の前提 となる条件が､動

態的競争過程の中で解消されず､常に存在 し続けることを示 している｡競

争過程を通 じる利害の対立は､いわば各時点で裁定されるだけである｡自

生的秩序 とは､決 して調和的な秩序ではなく､こうした敵対的な関係を内

包 している点が理解されなければなるまい｡このような敵対性が､秩序を

完全に破壊 しないでいるのは､競争が少なくとも一般的規則-ノモスとし

ての法に基づいてなされているからで しかない｡

したがって､-イエクの自生的秩序は､経済的な領域のみにおける自立

した秩序 というより政治的､文化的領域をも含む複合的な社会的領域の中

で形成される点が理解されなければならないだろう｡ というのも､今述べ

たように､自生的秩序はノ､イエクのいう ｢一般的規則｣､すなわち､異な

る経済主体が最低限遵守 しなければならない規則-ノモスとしての法を前

提 としているからである｡一般的規則 としての法が､普遍的に経済的競争

のルールを定め､経済主体の経済活動に一定の限界を画することで､経済

的成果の確実性を保証する｡このようなルールがなければ､対立を含む競

争は､無秩序な混沌に陥 り､社会的制度 として必要 とされる安定性が確保

されないにちがいない｡各経済主体が､一般的規則に従いつつ､相対立す

る目的を異なった限定された知識を利用 してライバル として競争するとき､

はじめて自生的経済秩序が形成されうるのである｡そしてまた､この点は､
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-イエクのいう知性の限界 という問題にも関わっている｡個々人の限定さ

れた知識を自己の生存のために有効に利用することは､分業が発達 し､知

識が複雑化する社会においては不可欠であり､人間の理性に対する謙虚な

態度があるからこそ普遍的な法-ノモスに従 うべき理由も存在するのだ と

いうのが､-イエクにおける法-ノモスの存立根拠で もあった｡

-イエクの一般均衡論批判は､それが本来 ｢統一的な目的ヒエラルキ

ー｣により定義された経済主体､あるいは経済組織にたいして適用すべき

効率性の概念を競争的市場 としてのカタラクシーに適用 しようとする点に

向けられる｡-イエクは､市場的秩序を ｢設定された秩序｣ と同一に考え

る一般均衡論者 らの設計主義的な社会観 と機械論的な市場像を批判 したこ

とになろう｡こうした設計主義的社会観は､人間の理性-の過信に基づ く

｢偽の個人主義｣が もたらしたものなのであるが (Hayek[24] pp.6-13,

訳 10-16)､市場を経済運営のための自然発生的な道具 とみなし､それを計

画技法によって代替 しようというラングの社会主義経済の考え方にも同様

の設計主義的社会観がみられる｡

社会主義経済計算論争の諸論点を継承する-イエクのこのような批判的

考察の理論的意義は､論争の暗黙の前提 とされていた一般均衡論の機械的

市場像を徹底 して批判する端緒を与えたことにあろう｡市場を自然により

与えられた経済計算機械 と考え､人間の設計によるコンピュータによる代

替が可能であるというラングに典型的な機械的市場像は､なべて-イエク

の ｢技術的問題｣を経済に関わる問題 と考え､｢経済的問題｣を見ていな

い｡単一の経済主体 しか存在 しないロビンソン ･クルーソーの経済を別に

して､異なる目的､動機､価値､知識を有する複数の経済主体が存在する

状況で発生する ｢経済的問題｣ とは､言い換えれば､このような複数の社

会的主体の間の異質性､差異性に関わる ｢社会的｣問題である｡このよう

な複数性 と異質性を根本的条件 とする社会性が経済的問題 として扱われる

形態が､社会的制度なのである｡その意味で､-イエクは､市場秩序を社

会的制度 として考えていたといってよかろう｡

市場秩序が､自生的､自然発生的であるということは､市場メカニズム

がそれ自身で､法､政治､慣習､宗教 その他の社会的諸制度から自立 して
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機能するという経済決定主義を否定することになる｡市場秩序は､社会の

内部においてこれらの社会的諸制度 との相互作用的な関係の中から生まれ

たと考えられているので､ノ､イエクの市場像は内生的､内発的なものであ

るといえるだろう｡そして､内発的であるがゆえに､他の社会的諸制度か

ら分離 して道具 として利用することもでき~ないわけである｡この点は､同

じく ｢経済的問題｣を社会性 という観点から考えつつ も､市場を外生的な

システムと考 え､その相対化を図ろうとするボランニー と対月軸勺である｡

われわれは､市場 と計画の二分法を別の観点から批判 したボランニーの論

逮- と迂回 しながら､社会的制度 としての市場の意味をさらに考察するこ

とにしよう｡-イエクにおいては､市場の自生的秩序は､経済的問題 を

｢解決する｣いわば唯一の経済的秩序であるわけだが､市場社会をより広

い歴史的パースぺクテイヴから眺めることで､市場機構を相対化する視点

が必要である｡ それによって､市場経済の社会的制度 としての意味を重層

的にとらえ､社会主義経済の独 自な課題を理解することが可能 となるから

である｡

3 カール ･ボランニーの機能的社会主義論
実在的経済の統合形態としての市場像

3.1 ボランニーの機能的社会主義論

ミ-ゼスが社会主義計画経済を批判する際に依拠 している市場 と計画の

二分法的な思考方法に､最初に疑問を呈 したのはカール ･ボランニーであ

った｡彼は､先のミ-ゼス論文に対 し､1922年｢社会主義計算問題｣(polanyi

[38])において､集塵主義的で も､サンディカ リズムで もない､｢第三の

道｣としての機能的社会主義論を示そうとした.ボランニーによれば､社

会主義経済における経済計算は､社会主義達成のための核心的な問題であ

るが､そのような計算問題を解決 しうるのは､中央集権的社会主義ではな

く､機能的社会主義だけである｡ この論文は､ ミ-ゼス (Mises[34]) と

ヴァイル (Weil[46])により批判を受けたため､1924年の ｢機能的社会
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理論 と社会主義計算問題｣(polanyi[39])において､両者に理解されなか

った自らの立場を再度説明 している(Polanyi[39]ss.218-219,[7]訳 101-102

頁)0

ボランニーは､｢経済理論にとっての市場経済か非市場経済か という対

立 も､社会主義経済組織理論にとっての集産主義かサンリカリズムか とい

う対立 も､ ともに､不可避な対立ではない｣(Polanyi[39]S.221,[7]103

頁) という､ ミ-ゼスやヴァイルに真っ向から対立するような前提から出

発 した｡そして､これらの二項対立を越 える機能的社会主義の目的 と形態

を彼は次のように説明 している｡

まず､｢生産の最大生産性｣ と ｢分配及び生産の社会的方向に対する社

会的公正の支配｣という二つの要請を実現するのが､社会主義経済の概念

のすべてであると述べている｡ここでいう社会的公正 とは､社会主義経済

との関連で考えられた社会全体の要請であ り､具体的には､労働や諸資源

の配分および生産物の分配における公正 と､生産の (そしておそらく消費

の)社会的観点からする望 ましい短期的､長期的な方向付けの両方を意味

する概念である｡そして､ボランニーは､これら経済性 と公正性を ｢同一

の社会的実体 (社会関係-生産関係)の二つの現象形態 として静的に扱 う

のではなく､社会的存在の､互いに依存 しあう二つの要因 として動的に取

り扱った｣(Polanyi[39]S.220,[7]102-103頁)のである｡すなわち､経

済性 (効率性) と社会的公正 (社会的厚生をも含んだ もの として)を異な

る二要因 として とらえることで (前者を社会的公正の介入なしに､｢枠組

作用｣によって生ずる基本的 ･技術的費用である ｢自然的費用｣として､

後者を社会的公正の介入､すなわち ｢干渉作用｣によって生 じる ｢社会的

費用｣として考 えた)､社会主義経済はこれら二要因の ｢機能的な｣相互

依存関係 として理解されることになる*13｡

彼はさらに､社会主義社会における機能的な均衡の可能性に論をすすめ

る｡ボランニーは､社会は､異なる目的に応 じて組織され､その社会的機

能を果たす種々の団体､あるいは利益集団から構成されてお り､社会全体

の機能は､これら個別の組織の機能の総体 として理解されるという ｢機能

主義的｣考え方をとっている.そして､社会主義社会は､コミューンと生
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産諸団体 (ギル ド評議会) という､先に見た二つの機能に対応する二つの

主要な機能的組織が社会の最高権力を体現するような社会構成になると前

提する｡コミューンは､狭義の ｢社会｣あるいは ｢消費｣を代表する政治

的な組織で､生産手段の所有者であ り､社会の目的を設定する｡社会的公

正 と消費者の共通目的を追求することをその組織上の目的 としている｡一

方､生産諸団体は､｢生産｣を代表 し､最大の生産性の追求をその目的 と

す る｡ これ ら二つの機能的組織が､相互協定により賃金 と価格*14を設定

するのである｡

ミーゼスは､これら二つのうち､ どちらかが ｢最終的決定権｣をもつの

ではないのか､ もし最終的決定権がコミューンにあれば､集権的指令経済

が得 られ､ もしそれが生産諸団体にあれば､サンディカリズム的共同体が

得 られるのではないか と推論 し､二つの異なる目的を追求する機能的組織

は､その利害の衝突をいかに解決 し､均衡に達することがで きるのか とい

う問題 を提起す る (Mises[34]ss.490-492)｡ボランニーは､｢社会体制｣

の二要因である社会的権力関係 と社会的釆認関係 を区別 して､この間題 に

答 えている｡

権力関係の場合には､二つの権力間の闘争の解決は､ただ一方の権力が

他方に対 して永続的な優勢を保 ち､支配 ･従属関係を体現するときにのみ

可能であ り､ その ときには最終的決定権は二つの権力のうちどちらかに帰

属するであろう｡ しか し､二当事者の権力が均衡 しているか､浮 き沈みが

ある場合には､権力関係は概念的に無効になり､闘争による当事者間での

解決はあ りえない｡ したがって､当事者間に､法律や慣習などの制度によ

る承認関係が発生 し､合意により解決されなければならない｡二つの機能

的組織は､生産者 としての人間 と消費者 としての人間 という二重の基本的

動機を代表する､すなわち､同一の人間集団の諸機能を体現するものであ

るがゆえに､一方が他方に優越することは理論的に可能でなく､原則 とし

て互いに均衡 しなければならないだろう｡ もちろん､一方が他方に優越を

もたらすような変動はあ りうるが､この変動の不可避的な反作用により均

衡は自動的に回復するにちがいない｡

主要な機能的諸集団間の闘争は､機能的原理自体か ら生 じるが､ それは
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階級社会におけるさまざまな人間集団のあいだでの同種の利害に関する闘

争ではなく､同一の人間集団の異なった利害のあいだの闘争である｡ この

不可避的な闘争は､社会主義体制の下では解決不可能 というわけではなく､

個人の内部の種々の要求が実際にそうであるように､ その均衡点を兄いだ

すはずである､ とボランニーはいう｡

ボランニーは､ この均衡の必然性の理由を ｢個人の心的 ･肉体的統一

性｣に類イ以する社会の制度的な統一性 と全体性にあると示唆 しているだけ

で､十分明証的に述べているとは言い難 い*15｡ しか し､彼が､市場経済

で も計画経済で もないもの として､機能的組織の協議 と合意形成 という視

点か ら新たな問題を捉 えようとした点は重要である｡ボランニーが､自然

的費用 と社会的費用を区別するのは､生産的な目的 と社会的な目的は機能

的に異なった もので､異なる人間の動機 に対応するものだ と認識 していた

からである｡ そのような異なる動機 を中央集権国家のような単一の組織 に

併合 してしまうことは､経済 において区別されるべ き社会的な構成要素を

不明確 にし､人間の道徳的､倫理的意識を弱める恐れがある｡

経済社会 における人間の諸目的 と動機の対立 という観点は､先にも見た

ようにノ､イエクが中央計画経済の存立不可能性を主張する際の一つの論点

であったが､-イエクの場合､その解決はライバル競争的で分散的な市場

経済 においてのみ解決可能であると考 えていた｡-イエクにおいて対立す

るのは､あ くまで も個人の利害や関心であ り､ それぞれ独 自の目的を持つ

内的構造を有する組織のそれではない｡-イエクのいうタクシスとしての

組織 は､単一の目的によって統合され､上部 と下部が情報を指令 と報告 と

して伝達 しあう樹状構造をもつ階層型の ものであるが､ボランニーが考 え

ていた機能的組織は､ それ とは異なり､同 じような関心 と利害を代表 して

いるが､組織内での情報伝達は水平的､相互的で､意志決定は協議 により

決定される緩やかで横断的な組織であると考 えられる｡

ボランニーの機能的組織間の均衡が､いかにして達成されるのかは必ず

しも明かではないが､ それが市場の需給関係により経済的､一元的に決定

されるのではなく､協議や折衝などの政治的要因をも含めて多元的に決定

されるもの と考 えていたことは確かである｡市場の自生的秩序において経
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済的な利害の調和が自動的に達成される-イエクの ｢見 えざる手｣ という

観念には､実際には個別の売買取引における習慣や慣習などの非経済的要

因や経済主体相互を規制する経済的ルール としての法的枠組 といった政治

的要因が暗黙的に含められてお り､それにより利害調整が図られている面

を市場の自主的秩序の論理の中に還元 してしまう ｢市場メンタリティー｣

が色濃 く現れていないだろうか｡

ボランニーの機能的社会主義論の意義は､多元的な決定原理により運営

され得 る分権的体制の可能性を示唆 して､現代の分権的社会主義論の先駆

的業績を残 したばか りでな く*16､市場 そのものの理解においても､経済

的問題が市場原理によってのみ規定されるとする一元論的経済決定論を排

し､様々な非経済的要因の経済決定過程に対する ｢干渉作用｣の存在を示

し!,'点にある｡知識の局所性 と経済的選択及び意志決定の個別性に専 ら分

権性を兄いだ し､経済的決定過程は市場関係の一元的な決定に委ねる-イ

エクとは異なり､異なる社会的な (個別的ではなく)利害 と動機を代表す

る機能的諸集団が種々の経済的 ･政治的原理を採用 して多元的決定を行 え

る点に､言い換えれば､経済的意志決定主体 と意志決定原理の多様性 と多

元性の中に ｢分権性｣の意味を求めるのがボランニーの特色である｡各経

済主体の目的 と動機の異質性を前提 とし､それらを直接 ･間接に反映 しう

る経済的意志決定原理の多様 な選択の自由度にこそ､経済的意志決定の

｢社会的｣ではあるが ｢分権的｣な形成過程が示される｡ボランニーは､

経済的問題が経済的領域においてにのみ決着するものでないことを明示化

し､それを社会的な意志決定過程 に持ち込んだ といえる｡機能的諸集団間

の相互関係を､市場過程 とは異なる､経済的領域 と政治的領域の相互乗 り

入れの場 としての社会的制度 として把握 しようとしたわけである｡

3.2 市場メンタ リティー批判

ボランニーが開拓 しようとした新 しい問題領域は､論争相手であるミ-

ゼスやヴァイルだけでなく､旧ソ連の中央計画経済に信頼をよせるマルク

ス派の ドッブやスウイージーにも十分理解 された とはいえなかった*170

おそらく､ボランニーは､本論争において､これら経済学者 らの ｢市場シ
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ステムという壮大ではあるが特殊的な経験によって､全面的に形づ くられ

てしまった｣経済的決定論 と物質主義を見てとったに違いない｡彼の批判

は､ したがって､その後専 ら彼 らの観念に深 く巣食 う ｢時代遅れの市場メ

ンタリティ｣(Polanyi [42];[7]37-39頁)に向けられることになった｡

ボランニーの研究方向は､｢市場メンタリティ｣を相対化する準拠枠を

築 くために､市場経済を研究する経済学から離れ､原始社会を含む ｢人間

の経済｣を探求する経済人類学-向かっていった｡｢人間の経済｣は原則

として社会関係の中に埋め込まれているが､労働､土地､貨幣が擬制的に

商品化された ｢自己調整的な市場システム｣においては､逆に社会関係が

経済システムの中に埋め込まれている｡このような市場システムとそれに

よって完全に形作 られた市場メンタリティーを批判することなくして､ か

れの機能的社会主義論が理解されることはないからである｡ボランニーの

目的は､｢唯一無二の参照枠 (フレーム ･オブ ･レファレンス) としての

市場は､市場制度その ものに関 してさえ少々時代遅れになっている｣こと

を示 し､｢市場 そのものをその一部 として理解することがで きるような､

より広い参照枠を発展させること｣(Polanyi [43];[7] 295頁)､つまり､

比較経済学の方法を確立することにあった｡そして､市場経済だけでなく

非市場経済をも射程に入れるための参照枠の拡張は､経済的決定論を主張

する経済学が前提 としている ｢経済的｣なものの意味を吟味することに導

いたのである｡

3.3 制度化 された過程 としての経済

ボランニーは､オース トリア学派の祖であるメンガーによる ｢経済的｣

ということの二つの定義から､経済の異なる二つの意味､すなわち､形式

的意味 と実体的意味を探 りだ し､市場経済 を相対化 しようと試みた*180

｢経済的｣の実体的意味は､人間に物質的欲求充足のための手段を与える

人間 と自然環境及び社会環境 とのあいだの物質代謝 という事実から派生す

るが､ その形式的意味は､目的一手段関係における手段の希少性に由来す

る､諸手段の選択状況における論理に関わっている｡市場経済では､労働､

土地､貨幣を含むすべてのものが商品化され､市場で交換されるが､市場
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における交換行為は種々の選択行為に行為者を巻 き込むので､形式的意味

と実体的意味 とは一致する｡そして形式的意味の選択的論理方法を適用す

るのが形式的経済学である｡市場経済以外の経済体制では､この二つの意

味は一般に一致 しない｡実体的意味における経済は､実在的な経済であっ

て､人 とその環境 とのあいだの制度化された相互作用の過程であ り､経済

過程の制度化は､ その過程 に統一性 と安定性を与える｡｢人間の経済は､

したがって､経済的な制度 と非経済的制度に埋めこまれ､編みこまれてい

るのである｡｣(Polanyi [43]; [7] 268頁)

こうした結論は､ボランニーの機能的社会主義のモデルの中にすでに合

意されていたものであった｡経済的の形式的意味 と実体的意味を明確に区

別 し､市場経済に特有な形式的意味を相対化 して､経済の実在性をその実

体的な意味に求めるとき､ボランニーは､経済が､制度化され､構造化さ

れたものであること､言い換えれば､経済的､宗教的､政治的な様々な制

度に埋め込まれたものであることを兄いだすわけである｡

ボランニーは､経済が統合される形態を互酬､再分配､交換 という3つ

のパターンとして探 り出したが､中央計画型社会主義経済は､このうちの

再分配により統合された経済に相当するであろう｡ボランニーの機能的社

会主義においては､おそらくこれら3つのすべての統合形態を利用 しつつ

経済が組織 されると想定されよう｡生産諸団体 とコミューンの対称的な機

能的集団の間の均衡は､おそらくこの互酬概念による統合機能の適用をも

含めて達成され得 るもの とボランニーは考えていたのではなかろうか0

ボランニーは社会主義経済計算論争を起点 とし､社会主義経済から市場

経済へ さらに原始経済社会にまで遡行することで､市場経済 とそれによ

り全面的に規定された新古典派経済学の参照枠を相対化 し､それを一部に

含むより広いパースぺクテイヴから時代の直面する問題を把握することが

できた｡ボランニーは､社会主義経済における合理的計算の可能性を巡る

論争が､市場経済における ｢経済｣ と ｢合理性｣を前提 とする形式的経済

理論､すなわち一般均衡論の社会主義経済-の適用可能性 という方向へ進

んでいったことを最 も批判的な視点から眺めていた論者の一人であるO

にもかかわらず､彼の考える市場経済が ｢自己調整的な市場システム｣

であるという点で､市場の自己調整能力を前提 として受け入れているので

はないか*19｡彼の市場像は､他の経済 システムと並立 して比較 しうる経

済統合形態の側面を重視 し､市場の統一性 と安定性を過度に強調するもの

であったように思われる*20｡ そもそも､市場経済は､完全な自己調整機

能を持つ ものかどうか､また､市場経済は､ボランニーが資本主義の問題

以上に重要だ と考えた産業主義を内在的に推進する論理を内に含むのでは

ないか｡われわれは､経済の実体を人間 とその環境 とのあいだの制度化さ

れた相互作用の過程 と考 えるボランニーの経済観を基本的に継承 しつつ も､

市場経済 と資本主義経済の異同､そして市場経済の発展 と変容 としての資

本主義経済の動態性を残された課題だ と考える｡ それはボランニーが提示

した市場を相対化する視点からなされるべきだが､同時に､比較経済学的

な視点からだけでは行い得ない課題ではなかろうか｡

終節 <市場-ルール>/<計画-指令>の二分法を越えて
自己組織性をもつ市場像へ

ハイエクは一般均衡論の市場像を批判することで､ライバル競争的で分

散的な市場像を提起 した｡市場は､価格が多 くの経済情報を圧縮 して伝達

する情報システムであるとともに､労働 と知識の分化/特化を通 じて経済

主体 と財 ･知識の多数多様な発展を促すインセンティブ ･システムで もあ

る｡ハイエクは､このように市場経済のポジを描いたことになろう｡一方､

ハイエクは､貨幣の分散化作用 と労働 と知識の分化/特化作用が もたらす

経済全体のマクロ的な不安定性や変動は､本源的なものではなく､人為的

な信用創造により発生するもの と考 えている*21｡ しか し､市場経済の分

散性 と動態性が市場の本質的な性格に根付 くものであるかぎり､こうした

不安定性や変動性 といった側面は常に市場経済のネガ として現れざるを得

ないはずだ｡

市場が自生的秩序 として一定の安定性を確保 しているのは､法 という一

般的規則が存在 しているからである以上､ノ､イエクの市場秩序は経済的諸

関係だけでは自立 しえない ｢社会的制度｣である｡他方､ボランニーは､
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実在的な経済を人間の対人間/対自然的な物質代謝過程 と捉え､市場を制

度化 し､構造化する一統合形態 と考えていた｡-イエクとボランニーは､

経済的領域が､政治的､文化的領域 との相互関係において成立 しているこ

とを指摘する点においでは一致 しているものの､彼 らの市場像を相互に比

較すると､越え難い対立が存在 しているようにみえる｡

-イエクは､市場の自発的秩序が人間の理性が設計 した産物でなく､自

然発生的なものであることを強調 し､これは､人間の理性の限界 と知識の

分業に市場の起源を求めているが､人間の本性である利己心 と交換性向の

漸進的かつ必然的帰結 として分業をとらえるスミスと同様､いわば内生的

な市場像を提示 していると理解されうる｡ボランニーは､様々な歴史社会

においては市場は外在的に存在 していたか､他の諸制度 と並存 しつつ社会

的制度の一部 として埋め込まれていたことを指摘することで､市場の市場

関係が全面化する資本主義経済の特殊性を指摘するとともに､市場制度の

社会経済制度に対する外部性 と部分性を示唆 していたと考えることができ

よう｡ノ､イエクとボランニーの市場像はこのように一見対立 し､相いれな

いように思われる｡ しかし､市場の形成過程 と形成された市場における経

済 の調整 ･統合過程を区別 し､それぞれに対応するものとして両者の市場

像を捉えかえせば､市場の自己組織性 という観点からそれらを統一的に理

解 しうるのではなかろうか*22｡

ボランニーの外生的市場像は､市場の発生 と形成にかかわる市場の構造

化 と組織化に関連 している｡市場による実体的な経済の組織化を ｢市場の

内部化｣過程における市場の形成 ･浸透過程 と捉えることができよう｡市

場の内部化過程 とは､ 1)本来商品でない財が商品 として市場で売買され

るようになる ｢商品化｣の過程で市場領域が拡大すること､ 2)市場での

売買のために商品が生産され､人間 と自然 との社会的物質代謝過程である

実体的な経済が市場関係により処理されるようになること､を意味 してい

る｡

一万､-イエクの内生的市場像は､市場の発生原理 というより､生成 し

た市場の内部における秩序形成原理を説明するものと考えられる｡ライバ

ル競争的で分散的な市場では､知識 と労働の分化/特化過程の進行により
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経済主体 と商品が多数多様に進化を遂げる｡こうした異化作用が市場にお

ける自己革新を促す と同時に､価格のパラメータ機能が完全には作用 しな

い緩やかな需給法則が自然淘汰 と適者生存の競争圧力を生みだ し､市場に

おける自己調整をある程度まで可能にしている｡こうしてマクロ的な変動

や構造変化を伴 う ｢ゆらぎを通 した秩序｣が市場内部に形成されるのであ

る｡

市場の内部化が進展 し､労働力､土地､貨幣が商品化され､実体的経済

が市場関係によって全面的に包摂される特殊な歴史的段階に達すると､資

本主義経済が成立する｡ここにおいて､指令伝達型の中央集権的意志決定

機構を有する樹状階層型内部組織である産業資本が､生産を担当する主要

な経済主体 として､社会的制度 としての市場の内部に登場することになる｡

実際の ところ､産業資本は､中央集権型計画経済について議論されてきた

計画原理を内部的な経済決定原理 として採用 しているといえる｡また､そ

れは外部の市場における不確定性やマクロ的な変動から自らを守るために

商品在庫､や労働力や知識の内部留保 という形態で確保する｡

このように､市場の自己組織性 という視点から資本主義経済を考察 して

みれば､それが市場形成原理､経済調整原理､組織計画原理などの多様な

経済原理により多層的､重層的に構成された複雑な経済制度であること､

したがってそれが希少性に基づ く効率性概念を唯一の基準 として組織され

た経済制度ではないことが理解されるであろう*23｡社会主義経済計算論

争において二つの異なる経済体制の調整原理を表現すると考えられていた

市場原理 と計画原理 も資本主義経済においても､相互に侵食 し､浸透 しな

がら制度化され､構造化されているのである｡

さまざまな経済調整原理の重層的な制度化 として経済過程を捉えること

ができれば､市場経済 と計画経済 という二分法では十分に理解されない経

済体制の多型性 と多様で複雑な発展 ･存在様式を､単に歴史的な偶然や事

実によってではなく､理論それ自体において理解することができるのでは

なかろうか｡
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註

1･-イエク [20]によれば､本論争は社会主義経済における労働時間による

価値評価問題を扱った1902年ピアソン論文 [35]に始 まるとされている｡

伊藤 [2]の第 4章は､本論争を社会主義経済の合理的存立可能性にかん

するマルクス学派 とオース トリア学派の批判 ･反批判を軸 に整理 し､マル

クス価値論の理論的可能性をさらに考究 しな くではならないとしている｡

伊藤は､新古典派経済学の理論的枠組 と均衡価格の合理性が本論争の前提

とされていることをその限界 として指摘 しているが､ラング論文 [28]に

よって ｢社会主義計算論争はいちおうの決着 をみた｣(143頁) と考 えてい

る一方､｢ラングが市場 とコンピュータの機能を類似的で代替的なもの とみ

ているのは興味深い｣(150頁) と述べ るなど､ラングにおける一般均衡論

を前提 とする機械的市場像を事実上受け入れているようにもみえる｡ また､

尾近 [3]は､本論争をオース トリア学派､特に-イエクにおける市場理解

の深化 とその現代オース トリア学派への継系 という観点か ら把握 してお り､

本論稿 と重なる問題関心を持っているものの､-イエクによる一般均衡論

批判を市場における実質合理性から手続 き上の合理性-の転換 として説明

す るだ けで､知識の局所性 と知識の分業の意図せざる結果 として ｢合理

性｣が達成されるとする-イエクの ｢市場経済の正当化｣ と一般均衡論に

対す る妥協的な態度を十分批判 していないように思われる｡本論稿では､

ノ､イエクの市場像から導かれる市場経済は､｢合理性｣を (結果的にせよ)

達成する機構 というより､経済を組織化する社会的制度であるという点を

明 らかにしたい｡

ここでいう ｢社会的制度｣について､簡単に説明 してお く方がよいだろ

う｡｢社会的制度｣ とは､多数の個人の動機や目的に葛藤や対立があるにち

かかわらず､マクロ的には一定の統合性 と全体性を形成 している経済の特

性 を指 している｡｢制度｣(institution) といっても､例 えば法制度や官僚

制度 という語に合意されている人為性､硬直性ではなく､経済に枠組を与

え､統合化する側面を意味す るために使われている｡ その意味では､｢制

度｣ もボランニーのいう ｢制度化｣(institutionalization)により近い意味

で理解されたい｡

2･ノ､イエクがこの論文で指摘 している技術革新におけるインセンチイヴの欠

如､投資決定の困難､投資 リスクに対する責任主体の不在 とそれによりも

た らされる生産管理者の官僚化 といった問題は､実際の社会主義社会の運

営上現われた困難 としても無視 しえないものがある｡ これらの問題が､西

側の経済学者よりも東側の経済学者によってより深刻に受け止められてい

たことは興味深い｡例 えば､Brus[11]を見よ｡
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3･ノ､イエクか らの引用で Hayek[26]『個人主義 と経済秩刷 に採録されて

いるものはそれにより､[26]の引用真を示す｡

4･われわれが以後用いる ｢ライバル競争的｣(rivalrous)ないし ｢競争的｣

という語は､多数の経済主体の目的 と動機が相互に対立 し､競合する状況

下での適者生存を意味 している｡ それは､対抗性や敵対性を含んだマルク

ス や ハ イ エ ク の 競 争概 念 に一 致 して お り､ 新 古 典 派 の 競 争 的

(competitive) という概念 とは異なるものである｡ この点はラボア [30]

を参照されたい｡

また､われわれが使 う ｢分散的｣(decentralized) という語は､非中心

的､中心のないという意味であ り､経済学の多 くの文献ではしば しば ｢分

権的｣ と訳されているものである｡一般には､｢分権的｣ という語は ｢集権

的｣ と対 になって､国家や経済における権力や権限､経済的意志決定の集

中度を表現するために使われる｡ これらは､例 えば中央集権的計画経済 と

分権的市場経済 という二項対立的見方においては､計画経済は ｢集権的｣､

市場経済 は ｢分権的｣ という先人見 とともに使われることが多いが､寡

占 ･独占市場は ｢集権的｣で､完全競争市場は ｢分権的｣ という新古典派

的命題 になると､誤解を招 きかねない使われ方だ といえよう｡意志決定に

対する意味 と市場の構造に対する意味が混同されてしまうからである｡市

場における経済的意志決定の問題 とは区別 して､市場の構造に関 しては､

一般均衡論が想定する､せ り人が存在 し､貨幣がニュメレールに過ぎない

よく組織 された市場を ｢集中的｣市場､個々の売買が分離独立 して営 まれ､

貨幣が本質的な意味を持つ市場を ｢分散的｣市場 と呼ぶことで､こうした

混同を避けることがで きるはずだ｡

5.ハイエクは､[21]の冒頭において､一般均衡論の理論的な意義について次

のように述べている｡｢私の主要な論点は､経済学の形式的な均衡分析の本

来の内容である同義反復が､現実社会の因果関係 についての何 らかの知識

を我々に与えて くれる命題 となりうるのは､我々がこれらの形式的命題 を､

いかにして知識が獲得され伝達されるかについての明瞭な叙述をもって内

容付 けす ることがで きる場合においてのみであるということである｡一言

で言 えば､私 は経済理論における実証的要素-その意味付けだけでな く､

因果関係 に関わ りを持ち､ それゆえに､ ともか くも原則 としては､検証可

能な結論 を導 く唯一の部分-が知識の獲得に関する諸命題から成 り立って

いることを主張するのである｡｣ (p.33,訳 p.47)-イエクは､ここで一般

均衡論が同義反復 (トー トロジー)であることを指摘 しつつ､経済学的な

知識の獲得の諸命題でそれを意味付ける時､現実的な意味内容を持つ とし

ている｡一般均衡論を現実対応物を持つ ものではないことを指摘 しなが ら､

その論理 その ものを導 く仮定の悪意性を批判 していないのは片手落ちでは

ないか.-イエクはポパーの反証主義をここで事実上受け入れ､同義反復
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(トー トロジー)的な命題集合は経験的に反証されなければ現実的な対応関

係 を持つ と述べているわけだ｡確かに､一般均衡論における完全情報倣説

は､事実により簡単に反証 されるものではない｡一つ一つの命題 に関 して､

実証 にせよ､反証にせよ､現実 との対応関係を検証 しようというのはをも

そも困難であろう｡むしろ一つの理論が他の理論 より優越 し､取って代わ

るとすれば､ それは個々の命題が現実によりテス トされるか らではなく､

理論が描写する全体 としての体系的イメージや像が､社会全体の現実 と経

験により適合するからであるように思われる｡

6.)､イエクによれば､そもそも､｢与件｣には､観察者 (例 えば経済学者)が

知っているとされる ｢客観的な真の事実 という意味における与件の概念｣

(Hayek[21]p.39,訳 55頁) と ｢行為をする人々によって知 られている

事柄 としての､主観的な意味における与件の概念｣(同上) という二つの概

念があるが､選択の純粋理論の出発点になるのは常に､後者の意味での与

件である｡前者を客観的与件､後者を主観的与件 と呼ぶ ことにすると､こ

の区別によって均衡の二つの概念 も区別 されなければならない｡すなわち､

主観的与件に基づいて立てられる諸個人の諸計画が相互に両立可能である

という意味で矛盾がなく､諸計画の対立による内生的撹乱が存在 しない状

態 としての主観的均衡 と ､この主観的均衡が与えられているとき､一連の

主観的与件 と客観的与件が一致 し､客観的与件の予期されざる展開による

外生的擾乱が存在 しない状態 としての客観的均衡の二つである｡主観的均

衡が､諸個人の立てる計画の相互両立性 を意味 しているのに対 し､客観的

均衡 は､諸計画 と外的諸事実 としての客観的与件 との一致を意味 している｡

7.しか し､ノ､イエクは､この後､形式的分析の現実社会-の適応性 という問

題設定の中に ｢経験的研究のための広い分野が開けていると示唆｣ してい

るのではなく､ そのような探求には懐疑的であるとも述べている｡このよ

うな-イエクの均衡概念に対する速巡 とも見 える暖味な立場は､何に由来

するのだろうか｡彼は､論理実証主義か らポパー流の反証主義-移行 し､

この時点では後者の立場に立っていた と考 えられるが､一般均衡論のよう

な同義反復的形式体系が､経験的な検証 によって実証された り､反駁 され

た りすることはないと結論付 けていたのではないか｡ その点が彼の経験的

研究による一般均衡論の実証科学化-の懐疑 として現れているが､他方に

おいて､彼が均衡概念に執着 しているのは､スミスの社会的分業論や神の

｢見 えざる手｣におけるような市場の調和論的な見方 (市場において個人の

利己心に基づ く私的利害の追求は､対立や競争を生むものの､市場過程 に

おいて終局的には調和されるという)に由来するように思われる｡

8.ハイエクは､本論文において､一般均衡論批判の立場をより鮮明にし､形

式的な経済分析が解決 している問題は､｢社会が直面 している経済的問題で

はまった くない｣ とはっきりと述べている｡ しか し､ その直後 に次のよう
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に ｢経済的問題｣を説明するときには､知識をいかに社会全体で効率的に

使用するか という希少性概念か ら見た ｢経済的問題｣- と後退 してしまっ

ていることが分かる｡｢社会にとっての経済的問題は単に 『与えられた』資

源を-･いかに配分するか という問題であるのではない｡社会の経済的問題

はむ しろ､社会の構成員の誰かが､個人 としてその相対的な重要性を知っ

ている諸 目的に対 して､彼が知っている資源の最良の利用をいかにして確

保す るか ということなのである｡｣(pp.77-78,訳 108頁)｢しば しば相互 に

矛盾す る知識の切れ切れの断片｣ として しか与 えられていない知識が､一

人の人間の知性 に対 して客観的 ｢与件｣ として与 えられている状況におけ

る意識的な ｢計画｣の場合 と同 じように､市場において効率的に使用され

ていることを説明することが-イエクのここでの課題 になっている｡ これ

は､設計主義に基づ く経済計画を批判 しようとする意図の下､市場機構の

効率性が意識的にではなく､意図せざる結果 として達成される点を強調 し

ようとした説明であるが､このような問題の立て方は､-イエクの独 自な

観点をかえって不明瞭にしている｡

9.しか し､同時にこの貨幣の存在 によって各経済主体は諸商品に対する購買

力を ｢直接的交換可能性｣ として確保 し､各自の予想や緊急性に基づ き相

対的に自由な経済的意志決定を下すことが可能になっている｡貨幣は､財

の直接的交換が必然化する各経済主体間の緊密な相互関係 を切 り放すこと

で､一定の自由度を伴 う意志決定 と行動を可能 とする｡ そして､ この貨幣

市場の分散化作用は､さまざまな内生的撹乱を生みだ し､経済全体のマク

ロ的変動を引 き起 こす｡ この意味では貨幣の導入はマクロ的に不安定な要

因をシステム内部にもたらすこととなる｡

10.-イエクのいう ｢知識｣が､経済学でいう知識 とはいくぶん異なる､ある

いはより広い範囲の ものであることを指摘 しておこう｡-イエクによれば､

一般法則についての科学的知識はあらゆる知識の総体ではなく､｢系統だっ

ていない一群の知識､すなわちある時 と場所における特定の状況について

の知識｣[23](p.80,訳p.111) こそが､競争的市場において重要なので

あ り､ また特定の個人が他の人々に対 して実際上何 らかの優位性をもつ､

いわば競争力を持った知識なのである｡職業上の習慣､人々､地域や特殊

な事情 についての知識､完全に利用されていない機械や､よりよく利用さ

れうるある人の技能の存在の活用や余剰在庫に関する知識など､さまざま

な職業の (不動産伸介業者やさや取 り商人などの)いわゆる熟練に相当す

ると考 えられる知識の総体がそこに含 まれている｡

これらの知識の特色は､ まさに職業的な分化 と特化の中にこそあるので､

どのような一個人や-経済主体 もその総体 を知 ることは不可能であ り､ ま

た容易に入手で きるものではない｡例 えば､自動車組立て工が持っている

職業上の特殊な知識は､自動車ディーラーの特殊な知識 と一部分では重な
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るか も知れない (自動車の使用や構造についての知識などに関 しては)が､

大部分は全 く別であるし､ どれだけ長い時間が経っても､それらが一致す

ることはないであろう｡こうしたいわば ｢特化された知識｣ という考え方

は､-イエクの知識の分業論の根本にあると考えられるものである｡｢特化

された知識｣は､労働の分業に緊密に結び付いた熟練やノウ-ウとの関連

においてしか獲得され､蓄積されないといえ､それは工場内分業よりも､

社会的な分業､すなわち､産業 と職業の分化により深 く関連 しているとい

えよう｡知識の分業 と､複数の経済主体の目的 と動機の異質性に由来する

経済活動の特化 と分業は､互いに他を促進する相互強化の関係にあると解

釈することができるだろう｡

ll.価格機構が ｢インセンテイヴ ･システム｣であるということの通常の意味

においては､価格のパラメータ機能が働いているならば､価格は各経済主

体にとり与件であ り､取引における交渉で動かすことがで きないので､自

分の真の選好を顕示する十分なインセンテイヴが存在するということを意

味 しているのだが､このような価格機構のインプ リケーションは､価格の

パラメータ機能により与えられる ｢情報の伝達システム｣の意味内容に含

めて考えてよいと思われる｡ したがって､情報の伝達システムとしての価

格機構の役割は､真の情報を効率的に各経済主体に伝達するということに

なるだろう｡

これに対 し､ここで述べ られた ｢インセンテイヴ ･システム｣には､各

経済主体の財 と知識の多種多様性の発現を促進するというより動態的な意

味が付与されている.

12.以下の議論は､Hayek [26], [27],古賀 [4]49-57頁､及び Barry

[10] pp,45-53,訳 61-71頁を参照 した｡

13.ボランニーは､｢ある若干の極限的なケース｣ として､経済の動態的現象を

この機能的社会主義における社会的費用部類の自然的費用部類-の移行の

問題 として考察 している｡新生産物や新技術などの従来 と比較で きない生

産条件が生まれる場合では､当初そのための費用は全般的生産性増大のた

めの純社会的費用であるが､それが社会の一般的な条件になれば､社会的

費用は自然的費用に変わる｡なぜなら､ここでは費用に対 して及ぼす影響

が､干渉作用から枠組作用へ と移行 しているからである｡このような社会

的費用の自然的費用への移行は､｢場合に応 じて､コミューンと生産団体 と

の合意によって確定される｡｣(Polanyi[39]S.227,[7]訳 111頁.)こ

うした移行に関する計算は､経済の動態に関する計算を形作 り､長期的な

経済計画に不可欠 となる｡

14.ボランニーは､社会的公正の見地からコミューンにより決定される ｢固定

価格｣と､協議をも含めた広義の市場関係 において決定される ｢協定価

格｣の二種類を区別 している (Polanyi[38]S.398)

270

15.なぜなら､個人の心的 ･肉体的統一性 もここでボランニーが想定 している

ほど､自明なもの とはいえそうにないからである｡人間が､有機体 と固有

の環境世界 との相互的 ･円環的統一 としての調和的自然から逸脱 した過剰

な意味をはらむ､その意味で反自然的な存在であると考えるならば､人間

には原初的な心 一身の統一性が前提 されてはならないだろう｡個人 として

のアイデンティティは､ある特定の言語的､文化的､社会的な場において

発生する特殊な秩序で しかない｡た とえば､構造主義は､文化的､言語的

世界が､共時的な差異的､悪意的構造-すなわち象徴秩序-として構成さ

れていることを明かにしたが､そのような秩序は無論人間の過剰や秩序の

外部にあるカオスを排除することにより成立 しているにすぎず､絶えざる

崩壊の危険にさらされている｡ボランニーが､社会の統一性､全体性の根

拠を､個人の心 一身の統一性に求めうるとすれば (そのような類推は正 し

いとはいえないが)､それは､自然的､有機体的な統一性ではなく､それ自

体､すでに言語化された象徴秩序 としての文化的､社会的な制度において

であるが､それがボランニーがいうような安定的均衡をもたらす ものかど

うかは､大いに疑問である｡

16.現代の分権型社会主義理論の全般的なサーベイは､伊藤 [2]第 4章を見 ら

れたい｡ そこでは､ボランニーが市場 と計画の二分法をいち早 く批判 し､

分権型社会主義の基本方向を提示 していた点に触れられていないが､マン

デルのいう社会主義の ｢第 3の道｣は､社会主義経済計算論争においてボ

ランニーが模索 したものであることに注目する必要があるだろう0

17.ドッブ､スウイージーはボランニーについて言及 していないが､(その理由

が､ ミ-ゼスーボランニーの論争が ドイツ語圏で行われ英語に翻訳されな

かったからか､ボランニーをギル ド社会主義者 とみなして注目しなかった

か らであるのかはもちろん不明である｡少な くとも-イエクは [19]の

｢参考文献抄｣にボランニー論文 [38]､[39]を挙げているため､論文の存

在は知っていたはずであろう.)ボランニー とドッブには､市場の合理性 と

市場理論の普遍性を疑っていた点では共通点がある｡

ドッブは､｢経済学者 と社会主義の経済学｣のなかで､社会主義経済計算

論争の限定的性格について経済学者の研究対象の狭さと歪みを批判 して次

のようにいっている｡

｢この問題 (社会主義のもとでの価格決定､経済計算の問題)だけが 『経

済的問題』 とよばれているという事実は､経済学の研究分野を市場の領域

だけに局限する (生産 と生産関係を背後に押 しやる)最近のや り方の好例

である｡(-)こういうことになったのも､ もとはといえば研究の焦点をせ

まくしぼって､交換関係の問題､消費者の精神状態の反映 としての交換関

係だけに帰着させた結果であ り､それはこの半世紀余にわたる経済学者の

責任である｡｣(Dobb[16]訳第二分冊 129,136頁)
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ドッブは､社会主義経済計算論争の議論の内容 それ自体 よりも､むしろ

経済理論の含意や経済学者の経済問題の設定にこそ大 きな問題が潜む と考

えていた｡｢経済学者には､『社会主義経済』 という仮説は､一般に経済的

概念 を限定 し､ それが もつ特定の歴史的な含意 との関連を強調す るために

ではな く､比較のための言葉 として､つまり､経済的概念の普遍性を主張

するために用いられる比較用語 として､採用 されるのが普通であった｡｣
(Dobb[16]訳第-分冊 47頁)

経済理論の普遍性 とその一般的適用可能性 という経済理論の自然科学化

の試みにドッブは常に強い警戒心を持っていたのである｡経済理論が､交

換関係 を対象 とする市場の理論であ り､それがラングのいうように資本主

義経済だけでな く､社会主義経済にも適用で きるのならば､経済理論は経

済体制の差異を越 えた一般的妥当性 と適用可能性 を持つ ということになる

だろう｡ しか し､ そのような想定に対 しては､経済理論は､はた して ｢市

場の理論｣であるのか､ また､ その理論が想定する ｢市場｣ とは何か とい

う疑問が同時に浮かび上がって くる｡

市場が経済理論の一つの重要な対象であ り､経済理論がその中に市場の

理論を含むことは確かであるといえるだろうか｡あるいは､新古典派経済

理論は､経済理論を市場理論 と同一視 し､すべての経済的問題 を市場の問

題､あるいは市場関係に通約されうる問題 とみなしたいえるだろうか｡ こ

のような問いに答 えるには､経済 と市場 という二つの根本的な概念の意味

の確定が予めなされていなければならない｡ しか し､ ドッブはボランニー

と異な り､こうした極めて抽象的で一般的な問題の追跡をそれ以上行なっ

ていない｡ ドッブは､方法論的な議論よりも､社会主義経済の実際運営に

より密接 に関わる､ そしておそらく彼がより重要 と考 えた経済発展におけ

る貯蓄 と投資に関する論点へ注意を向けた｡

ドッブは市場経済 を問題視 しなが らも､ソ連型中央計画経済の問題 に対

しては､本論争段階では意識的ではなかった｡ボランニーのように市場 と

計画の二分法を越 え､分権的社会主義を模索する動機 に欠けていた といえ

るだろう｡-ンガ リーにおいてロシア-ボルシェビズムの現実を目の当た

りに し､ それにすで に幻滅 を感 じていたボランニー と (Polanyi-Levitt

[65]所収 "KarlPolanyiinHungarianPolitics(1914-1964)"などを参

照のこと)､20年代前半のソ連訪問の際に内部か らソ連経済の急速な工業

的発展を見ただけであった ドッブの経験的差異は､確かに彼 ら二人のヴィ

ジョンの差異 として現れているのではないだろうか｡おそらくアメリカに

いたスウイージーについても事情はそれほど違わないだろう｡

18.Polanyi [44],玉野井訳 [6]316-337頁参照｡ また､｢制度化された過

程｣ として経済 を把握するボランニーの視点については､Polanyi [43

].[7]第 10章､また､[7]の玉野井解題論文 も参照されたい.
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19.ボランニーの市場経済理解は､彼の次のような言葉にも端的に現れている｡

｢経済学者はただ 『自己調整システムはいかに作用するか』 ということだけ

を考 えればよい｣(Polanyi[44];[6]318真)｡ボランニーが､市場経済

の自己調整性 とともに､彼が批判の対象 とす る市場経済 における合理性

(均衡概念 と希少性概念により説明される)をも事実上受け入れてしまうこ

とになるのは皮肉である｡市場経済が-経済主体に対 してではなく､社会

全体 として､本当に希少性 による合理性を満足するように組織 されている

のかどうかは､依然 として経済学に固有の課題であ り､本稿の一つの主題

である｡ それは､ ライバル競争的で分散的な市場においでは満たされない

はずであるが､ この点は市場経済を特殊な経済統合形態 とみなして相対化

するボランニーの視点では､見落 とされている論点なのである｡また､ こ

の点が､希少性概念により経済学を限界主義の方向へ と領導 したメンガー

が､ その晩年､｢経済学原理｣第 2版 (これはメンガーの死後､息子により

公刊 された)の執筆 において突 き当たった根本的な困難で もあるのではな

かろうか｡

20.それゆえ､ボランニーは､Polanyi[41]において 1930年以降の ｢大転

換｣ しつつある市場経済を､ その本来の自己調節機能を失い､崩壊の危機

に瀕 しているもの とみなしていた｡ボランニーは､批判対象 として対時 し

ていた均衡論的な経済学の参照枠をあまりにリジッドに受け入れたがため

に､市場経済をかえって ｢合理的｣に理解 しているようにみえるのである｡

21.ノ､イエクの貨幣的景気循環論は､銀行による信用創造が貨幣の中立性を破

壊す ることで､実物経済の部門間バ ランスを崩 し､マクロ的な景気循環が

発生する機構を明 らかにしている (Hayek[19])｡

22.マルクス､ボランニー､宇野は､自己組織化する市場像をそれぞれ異なる

理論的枠組において提示 していた といえよう｡マルクスと宇野は､均衡論

的な市場像を含みながらも､商品 ･貨幣 ･資本 という経済学範噂の展開 ･

発展 として､また資本形態の分岐化､信用機構の階層化 として､自己組織

化する市場像を事実上描写 していた と考 えられるのである｡

23.効率性基準 としての希少性概念の批判は､紙幅の関係上､別稿 にゆず らざ

るをえないが､次の点を指摘 しておこう｡希少性概念は､個別の経済主体

に対 して有意味な概念であって､経済全体 に対 して必ず しも明確な意義を

持つ とはいえず､ また人間の労働や知識の分化/特化による経済進歩を測

定 しえない｡社会的な ｢経済性｣は､社会体制における社会的 ｢望 まし

さ｣ という概念 に依存するものの (社会全体に広範な影響を与 える投資や

技術進歩 という問題 においては特に)､ボランニーのいう経済の実体的な意

味において与えられるべ きであるし､ またそれにより多様 な経済体制にお

ける実在的な経済を比較することで きるのにちがいない｡いうことである｡
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